
1.�育児・介護休業関連制度における短時間勤務
　育児・介護休業関連制度における短時間勤務は、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律（以下、育児・介護休業
法）23条の規定に基づき、 3歳未満の子を養育す
る労働者や要介護状態にある対象家族を介護する
労働者の申し出により所定労働時間の短縮の措置
を講じるものです。また、同法23条の 3の規定に
基づき、 3歳から小学校就学の始期に達するまで
の子を養育する労働者からの申し出による措置と
して、五つの措置のうちから二つ以上を選択して
講じることとされており、所定労働時間の短縮の
措置を選択した場合の対応が該当します［図表］。
　短縮後の所定労働時間については、育児・介護
休業法施行規則73条において「育児のための所定
労働時間の短縮措置は、 1日の所定労働時間を原
則として 6 時間とする措置を含むものとしなけれ
ばならない」と定められています。また、「子の
養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ
るようにするために事業主が講ずべき措置に関

する指針」（平21.12.28　厚労告509、最終改正：
令 3. 9.30　厚労告366。以下、指針）では、「労
働者がその要介護状態にある対象家族を介護する
ことを実質的に容易にする内容のものであること
が望ましいものであることに配慮すること」とさ
れており、介護のための短時間勤務も実質的には
所定労働時間を 6 時間とすることが求められてい
ると解されます。

2.�年次有給休暇取得時の賃金
　労働基準法39条に規定される年次有給休暇（以
下、年休）を取得した場合に支払うべき賃金は、
同法39条 9 項により、①平均賃金、②所定労働時
間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康
保険法40条 1 項に規定する標準報酬月額の30分の
1に相当する金額（労働組合または労働者代表と
の労使協定の締結を要する。以下、標準報酬日額）
のいずれかが認められています。会社は就業規則
等により、いずれかの支払い方法を定め、労働者
が年休を取得した場合には、この定めに従って賃
金を支払うこととなります。
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新たに短時間勤務となる者の年休取得時の賃金額の考え方と、 
こうした取り扱いに伴う必要な手続きとは
　育児・介護休業関連制度の一つである短時間勤務により、通常の 8 時間勤務から 6 時間勤務となった者
が 1 日分の年次有給休暇を取得する場合、 6時間勤務分の賃金を支払えばよいのでしょうか。また、こう
した取り扱いをするに当たり、労働契約の変更など必要な手続きや留意点があればご教示ください。
� （愛知県　Ｆ社）

育児・介護休業法における短時間勤務は、所定労働時間が短縮されるため、年次有給休暇取得時に支払う
賃金を通常の賃金としている場合、短縮後の時間に応じた賃金で足りる。短時間勤務時に労働契約の変更
と明示が必要

回答者 　土井信洋　どい のぶひろ　社会保険労務士（社会保険労務士法人みらいコンサルティング）

126 労政時報　第4112号/26. 1. 9/ 1.23



3.�短時間勤務者の年次有給休暇取得時の賃金
　指針において、「所定労働時間の短縮措置等の適
用期間中の現に働かなかった時間について賃金を
支払わないこと」や「労務を提供しなかった期間
は働かなかったものとして取り扱うことは、不利
益な取扱いには該当しない」とされています。
　したがって、年休取得時は通常の賃金を支払う
こととしている場合、育児・介護休業法に規定す
る所定労働時間の短縮措置に該当する短時間勤務
者の年休取得時の賃金は、短縮後の所定労働時間
に基づいて支払えば足りると解されます。
　ご質問のケースにおいても、年休取得時に通常
の賃金を支払うこととしている場合、短縮後の所
定労働時間である 6 時間分の賃金を支払えば足り
ることとなります。
　なお、年休取得時の賃金について、平均賃金ま
たは標準報酬日額を選定している場合には、所定
労働時間に関係なく、それぞれの基準で計算した
賃金を支払うことになります。

4.�短時間勤務時の賃金に関する留意点
［ 1］�規程等にあらかじめ�

計算方法を定めておくこと
　ご質問のケースでは、原則として 6 時間分の賃
金を支払えば足りますが、前述の年休取得時の賃
金の支払い方法のほか、短縮後の賃金体系（労働
条件）について規程等で明示しておくことが重要で
す。基本給のほか各種手当について、すべて 8 分
の 6とするのか、例えば家族手当や住宅手当、固

定残業代などがある場合には、あらかじめその計
算方法を決定し、明示しておくとよいと考えます。
［ 2］�短時間勤務時の労働条件を明示すること
　短時間勤務は、育児・介護休業法上の会社の義
務ですが、所定労働時間の短縮は労働契約の変更
でもあります。厚生労働省の通達「育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律の施行について」（令 7. 1.20　職発
0120第 2・雇均発0120第 1、改正：令 7. 2. 5　職
発0205第 4 ・雇均発0205第 2 ）では、所定労働時
間の短縮措置について「本項に関する労働者の権
利は、事業主が育児のための所定労働時間の短縮
措置を講じ、当該措置が労働契約の内容となって
はじめて発生するものであり、本項から直接発生
するものでないこと」とされています。したがっ
て、契約内容の変更であることを明確に確認でき
ることが必要です。
　労働契約の変更について法令で形式は定められ
ていませんが、厚生労働省が提供する育児・介
護休業関連制度の社内様式サンプルを活用する
ことが考えられます（https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/000103533.html）。当該様式にお
いて、労働者側の「社内様式11　育児短時間勤務
申出書」と、会社側の「社内様式13　〔育児・介
護〕短時間勤務取扱通知書」により内容を書面で
確認できます。特に、様式13の「 2　短時間勤務
期間の取扱い等」の欄に短縮後の所定労働時間を
記載することで、効果的に活用できるものと思わ
れます。

 �育児の場合における育児・介護休業法での短時間勤務図表

出生 1歳 2歳 3歳 就学

短時間勤務制度

1 日 6 時間とする措置

柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、以下の中から 2以上の制度を選択して措置を講じなければ

ならない（労働者はその中から一つ選べる）

　●①始業時刻等の変更

　●②テレワーク等（10日/月）

　●③保育施設の設置運営等

　●④新たな休暇の付与（10日/年）

　●⑤短時間勤務制度
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